
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２４３条の３第１項及び熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する

条例（平成１９年３月２７日条例第２２号）第２条の規定により、熊本県後期高

齢者医療広域連合財政状況を別紙のとおり公表する。
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令和８年５月７日　　

熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況について

　熊本県後期高齢者医療広域連合

　広域連合長　 大　西　一　史





当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1
分担金及び
負 担 金

335,505,000 0 0 335,505,000 335,505,000 100.0

2 繰 越 金 30,000,000 △7,341,000 0 22,659,000 22,658,687 100.0

3 諸 収 入 661,000 363,000 0 1,024,000 1,050,470 102.6

366,166,000 △6,978,000 0 359,188,000 359,214,157 100.0

当初予算額 補正予算額
予算流用・

予備費充当額 予算現額 支出済額
執行率
(%)

1 議 会 費 2,293,000 0 0 2,293,000 1,129,443 49.3

2 総 務 費 362,873,000 △19,437,000 0 343,436,000 252,324,581 73.5

3 予 備 費 1,000,000 12,459,000 0 13,459,000 0 0.0

366,166,000 △6,978,000 0 359,188,000 253,454,024 70.6歳出合計

款

(２) 歳出
　一般会計の歳出は、広域連合の事務所や機器等の維持管理に係る経費のほか、
　広域連合職員手当などになります。

款

歳入合計

【歳出執行状況】

１　まえがき

　ここに公表する「財政状況」は、熊本県後期高齢者医療広域連合の予算の執行状況を示し
たものです。
　熊本県民の皆様に本広域連合の財政事情をお知らせすることで、主要な施策や財政運営に
ついて御理解と御協力をいただくために、毎年５月と１１月に公表しています。
　今回は、令和７年度下半期（令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで）における
一般会計及び後期高齢者医療特別会計の予算の執行状況や財産の状況、負債の状況などを公
表します。

２　令和７年度一般会計予算の執行状況（令和８年３月３１日現在）

（単位：円）

(１) 歳入
　一般会計の歳入は、県内４５市町村から四半期ごとに支払われる事務費負担金のほか、令
和６年度決算に伴う繰越金などになります。

【歳入執行状況】
（単位：円）



当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1 市 町 村 支 出 金 59,033,293,000 △100,518,000 0 58,932,775,000 56,084,950,463 95.2

2 国 庫 支 出 金 113,053,392,000 22,663,000 0 113,076,055,000 104,322,323,255 92.2

3 県 支 出 金 28,127,123,000 0 0 28,127,123,000 27,346,308,572 97.2

4 支払基金交付金 127,099,615,000 0 0 127,099,615,000 114,188,565,000 89.8

5
特別高額医療費
共同事業交付金

166,026,000 0 0 166,026,000 175,026,777 105.4

6 繰 越 金 3,691,000,000 3,936,178,000 0 7,627,178,000 7,627,178,017 100.0

7
県 財 政 安 定 化
基 金 借 入 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

8 諸 収 入 399,781,000 149,997,000 0 549,778,000 610,657,658 111.1

331,570,231,000 4,008,320,000 0 335,578,551,000 310,355,009,742 92.5歳入合計

３　令和７年度後期高齢者医療特別会計予算の執行状況（令和８年３月３１日現在）

(１) 歳入
　特別会計の歳入は、医療給付に充てるために「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき支払
われる市町村や国、県、社会保険診療報酬支払基金からの負担金等が中心となっています。
　令和７年度下半期における主な収入は、定率の公費負担分となる療養給付費負担金や、若年世代
からの支援金として社会保険診療報酬支払基金から支払われる後期高齢者交付金、市町村からの保
険料等負担金等となっており、これらは各月毎に分けて支払われています。

【歳入執行状況】
（単位：円）

款



当初予算額 補正予算額
予算流用・
予備費充当額 予算現額 支出済額

執行率
(%)

1 総 務 費 949,778,000 △1,589,000 0 948,189,000 682,584,514 72.0

2 保 険 給 付 費 327,764,680,000 2,600,000 0 327,767,280,000 291,697,658,397 89.0

3
県 財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

4
特別高額医療費共
同 事 業 拠 出 金

176,038,000 13,378,000 0 189,416,000 181,474,609 95.8

5 支払基金拠出金 201,129,000 △32,213,000 0 168,916,000 168,914,137 100.0

6 保 健 事 業 費 1,231,919,000 △38,575,000 0 1,193,344,000 524,493,847 44.0

7 公 債 費 1,000 0 0 1,000 0 0.0

8 諸 支 出 金 1,038,386,000 2,179,632,000 0 3,218,018,000 3,155,369,259 98.1

9 予 備 費 208,299,000 1,885,087,000 0 2,093,386,000 0 0.0

331,570,231,000 4,008,320,000 0 335,578,551,000 296,410,494,763 88.3

款

歳出合計

(２) 歳出
　特別会計の歳出は、保険給付費が中心となっており、内訳は病気や怪我による通常の診察や、
薬剤の支給等を対象とする療養給付費のほか、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭
費、審査支払手数料等となっています。
　保険給付費以外の支出では、総務費で各種業務の委託や電算システム関連費用のほか、保健事
業費から保健指導、健診関連の事業に要した費用を支出しています。
　また、諸支出金は、令和６年度後期高齢者交付金の額の確定に伴う償還金等となっています。

【歳出執行状況】
（単位：円）



４　財産、地方債及び一時借入金の状況

(１) 財産

①公有財産

区　　分 令和７年９月末現在 令和８年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

②物品

区　　分 令和７年９月末現在 令和８年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

③債権

区　　分 令和７年９月末現在 令和８年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

④基金

区　　分 令和７年９月末現在 令和８年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

(２) 地方債

(３) 一時借入金

　令和７年度下半期における地方債の借入実績及び現在高はありません。

　令和７年度の一時借入金限度額は２００億円となっていますが、下半期における借入
実績及び現在高はありません。

※取得単価が１件１００万円以上の備品のみを重要備品として掲載しています。



５　一般会計歳入歳出の構成状況　（令和８年３月３１日現在）

一般会計歳入合計額　 一般会計歳出合計額　
　３５９，２１４千円 　２５３，４５５千円

６　特別会計歳入歳出の構成状況　（令和８年３月３１日現在）

特別会計歳入合計額　 特別会計歳出合計額　
　３１０，３５５，００９千円 　２９６，４１０，４９５千円
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